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10月の納税告知板
国民健康保険税（４期）
納期限は
10月31日（水）です！
納税等はお早めに！

小平幼年消防クラブ防火パレード

おびまるからのお知らせ



２

　災害はいつ・どこで発生するかわかりません。地震などの大規模な災害が発生した場合、電気・

水道・ガスといったライフラインがストップする恐れがあります。こうした場合、復旧に時間がか

かることも考えられます。

　小平町でも７月豪雨により７月３日から６日までの間、国道232号が土砂崩れにより通行止めと

なったほか、９月６日に北海道胆振東部地震により全道的にブラックアウトとなり長期停電が続き

ました。

　今後、さらに大規模な災害が発生しないとは言い切れません。だからこそ、一人ひとりが防災意

識を高め、もしものときに備えることが大切です。

◎問い合わせ先　企画振興課企画振興係（内線 208）
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　災害時は電気や水道、食料の供給が絶たれ、ライフラインの復旧や物資の供給まで１週間程度か

かることもあります。こうした場合を想定し水や食料、生活必需品は最低でも３日分は備蓄してお

きましょう。

　・・飲料水　３日分（１人１日３狩が目安）

　・・非常食　３日分の食料としてビスケット、乾パン、缶詰、インスタント食品など

　・・ティッシュペーパーやマッチ、ロウソク、カセットコンロなど

■ 食料・飲料などの備蓄は十分ですか？

　

　自宅が被災したときや、自宅にいることが危険なときは安全な場所に避難し避難生活を送ること

になります。非常時に持ち出すべきものを用意しておき、いつでもすぐに持ち出せるようにしてお

きましょう。

　・・非常用持ち出しバッグの内容例

飲料水、非常食、救急用品、マスク、軍手、懐中電灯、衣類、毛布、タオル、ラジオ、予備電

池、携帯電話の充電器、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、洗面用具、携帯トイレ など
　

　※常備薬は一人ひとり必要なものが異なります。普段から多めに用意しておきましょう。

　※乳児のいるご家庭では、ミルク、紙おむつ、ほ乳びんなども用意しておきましょう。

　※これから冬にかけての災害時には停電等により暖房器具が使えなくなることが考えられます。

　　防寒具や防寒シート、厚手の衣類、ポータブルストーブ等も用意しておき、寒さに備えましょう。

■ 非常用持ち出しバッグの準備は出来ていますか？

　いざ災害が発生したときに慌てずに避難するためにも「小平町防災マッ

プ」を確認し災害に備えましょう。

　「小平町防災マップ」には防災に関する一般的な情報や、災害に対する日

頃の備えなどが記載されています。

　「小平町防災マップ」について、詳しい見方・内容についてわからない場

合には、町内会・老人クラブ・婦人部の集まり等、どのような機会でもご

連絡をいただければご説明に伺いますので、下記までご連絡いただきます

ようお願いいたします。

■ 避難場所や避難経路、確認していますか？
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９
月
２
日
・
８
日
に
臼
谷
地
区
で
、
９

月
９
日
に
小
平
地
区
で
津
波
を
想
定
し
た

防
災
訓
練
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
訓
練
で
は
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
訓
練

放
送
が
流
れ
る
と
地
域
住
民
は
高
台
を
目

指
し
て
避
難
を
行
い
、
津
波
発
生
時
の
避

難
経
路
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
臼
谷
地
区
で
は
避
難
後
に
、
小
平
消
防

署
の
協
力
の
下
、
煙
を
充
満
さ
せ
た
ハ
ウ

ス
を
用
い
て
火
災
時
の
視
界
の
悪
さ
を
体

験
し
た
ほ
か
消
火
器
を
使
っ
た
消
火
訓
練

も
併
せ
て
行
わ
れ
防
災
意
識
を
高
め
ま
し

た
。

 

　
道
路
工
業
株
式
会
社
留
萌
営
業
所
様
が

地
域
貢
献
活
動
の
一
環
と
し
て
、
大
椴
集

会
所
前
の
舗
装
補
修
工
事
を
９
月
８
日
に

実
施
し
ま
し
た
。

　
同
社
は
毎
年
、
小
平
町
へ
の
地
域
貢
献

活
動
を
行
っ
て
お
り
、
今
回
は
７
名
の
作

業
員
に
よ
り
舗
装
補
修
工
事
を
行
い
、
周

辺
環
境
の
整
備
及
び
美
化
に
努
め
ら
れ
ま

し
た
。

まちのトピックス 2018年10月

ゴールを目指して走る参加者

鰊盛業図屏風について語る講師の石川直章さん

津波を想定した防災行政無線で避難する住民

道路工業 株式会社 留萌営業所　様
（大椴集会所前の舗装補修工事を実施）
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津
波
を
想
定
し
避
難

第
　
回
小
平
町
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会

町
内
で
地
域
貢
献

お
び
ら
ふ
る
さ
と
塾

町
内
で
防
災
訓
練

３９

　
第
　
回
小
平
町
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
９

３９

月
１
日
に
お
び
ま
る
広
場
で
開
催
さ
れ
、

町
内
の
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
　
名
が

６８

参
加
し
ま
し
た
。

　
競
技
種
目
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
部
門（
１
㎞
）

か
ら
一
般
部
門（
５
㎞
）の
４
部
門
と
な
っ

て
お
り
、
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス

で
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
力
走
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ゲ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
札
幌

エ
ク
セ
ル
ア
ス
リ
ー
ト
ク
ラ
ブ
の
石
井
憲

さ
ん
、　
㎞
マ
ラ
ソ
ン
を
走
る
ウ
ル
ト
ラ

１００

ラ
ン
ナ
ー
の
藤
澤
舞
さ
ん
も
一
緒
に
走
ら

れ
ま
し
た
。

　
大
会
終
了
後
に
は
ゲ
ス
ト
ラ
ン
ナ
ー
に

よ
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
教
室
が
開
か
れ
、
参
加

し
た
子
ど
も
た
ち
は
走
り
方
の
コ
ツ
を

し
っ
か
り
と
学
ん
で
い
ま
し
た
。

　
お
び
ら
ふ
る
さ
と
塾
「
鰊
盛
業
図
屏
風

と
小
平
町
」
が
９
月
５
日
に
文
化
交
流
セ

ン
タ
ー
で
開
か
れ
ま
し
た
。　

名
の
町
民

２０

が
参
加
し
講
演
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　
講
師
に
小
樽
市
総
合
博
物
館
館
長
の
石

川
直
章
さ
ん
を
招
き
、
鰊
盛
業
図
屏
風

（
明
治
時
代
の
鬼
鹿
で
の
鰊
漁
の
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
）
の
素
晴
ら
し
さ
と
、
鬼

鹿
の
天
応
寺
か
ら
鰊
盛
業
図
屏
風
を
描
い

た
作
者
の
龍
図
天
井
画
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
の
経
緯
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
参
加
者
は
鰊
盛
業
図
屏
風
が
描
か
れ
た

理
由
や
当
時
の
鰊
漁
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
ま
し
た
。



　
昭
和
　
年
４
月
１
日
、
小
平
町
に
奉
職

４５

以
来
、
平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で
町
職
員

１７

３１

と
し
て
、
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
は
副

１７

町
長
に
就
任
し
、
地
方
自
治
行
政
に
貢
献

さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
平
成
　
年
　
月
１
日
か
ら
現
在

２３

１０

ま
で
、
小
平
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
と
し
て
、
平
成
　
年
　
月
　
日
か

２５

１２

２５

ら
は
委
員
長
と
し
て
固
定
資
産
の
適
正
か

つ
公
平
な
審
査
に
寄
与
し
た
功
績
は
大
で

あ
り
ま
す
。

　
昭
和
　
年
９
月
１
日
、
小
平
村
（
現
小

３７

平
町
）
に
奉
職
以
来
、
平
成
　
年
３
月
　

１３

３１

日
ま
で
町
職
員
と
し
て
、
地
方
自
治
行
政

に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
平
成
　
年
　
月

１４

１０

１
日
か
ら
３
期
に
わ
た
り
、
小
平
町
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
を
務
め
、
さ

ら
に
は
、
平
成
　
年
６
月
　
日
か
ら
小
平

２３

１４

町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
、
平
成
　
年
６

２８

月
２
日
か
ら
は
委
員
長
と
し
て
各
種
選
挙

の
公
正
か
つ
適
正
な
執
行
に
努
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
福
祉
分
野
に
お
い
て
も
、

平
成
　
年
　
月
１
日
か
ら
小
平
町
民
生
委

１６

１２

員
・
児
童
委
員
と
し
て
地
域
福
祉
の
向
上

に
努
め
て
い
る
ほ
か
、
小
平
町
民
生
委
員

協
議
会
会
長
や
北
海
道
民
生
児
童
委
員
連

盟
留
萌
支
部
長
と
い
っ
た
要
職
を
歴
任
す

る
な
ど
、
行
政
全
般
に
資
す
る
貢
献
は
誠

に
大
で
あ
り
ま
す
。

　
平
成
４
年
４
月
に
小
平
町
交
通
安
全
指

導
員
に
就
任
以
来
、
各
期
別
運
動
に
は
率

先
し
て
街
頭
指
導
に
立
ち
、
ま
た
、
幼
稚

園
・
小
学
校
の
青
空
教
室
で
の
指
導
や
、

地
域
行
事
で
の
交
通
指
導
に
も
積
極
的
に

取
り
組
む
な
ど
、
交
通
安
全
意
識
向
上
の

た
め
に
果
た
し
た
功
績
は
多
大
で
あ
り
、

他
の
模
範
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
実
行
力
に
富
み
責
任
感
旺
盛
で
、
消
防

団
員
拝
命
以
来
　
年
有
余
の
永
き
に
亘
り

３８

如
何
な
る
災
害
に
も
率
先
し
て
出
動
し
、

そ
の
豊
富
な
経
験
と
沈
着
冷
静
な
判
断
力

で
被
害
の
軽
減
に
努
め
る
等
、
地
域
防
災

に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
、
分
団
長
と
し
て
消
防
団
組
織
の

充
実
強
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
共
に
、

火
災
予
防
思
想
の
普
及
の
た
め
積
極
的
な

啓
蒙
活
動
を
推
進
す
る
等
、
勤
務
成
績
も

優
秀
で
地
域
住
民
の
信
望
も
厚
く
、
消
防

人
の
亀
鑑
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
品
行
方
正
に
し
て
正
義
感
強
く
、
消
防

団
員
拝
命
以
来
　
年
有
余
の
永
き
に
亘
り

３８

消
防
業
務
に
精
励
し
、
防
火
思
想
の
普

及
・
消
防
体
制
の
強
化
に
意
を
注
ぐ
等
、

地
域
防
災
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
副
分
団
長
と
し
て
部
下
の
育
成

や
資
質
の
向
上
に
努
め
、
訓
練
を
通
し
て

消
防
技
術
の
練
磨
を
図
り
、
団
員
は
元
よ

り
地
域
住
民
か
ら
も
広
く
敬
愛
さ
れ
、
そ

の
功
績
は
誠
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

　
平
成
　
年
４
月
の
グ
ル
ー
プ
設
立
当
初

１２

か
ら
　
年
間
に
渡
り
、
月
に
１
度
、
小
平

１８

町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
愛
生
園
の

シ
ー
ツ
交
換
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
欠
か
さ
ず

行
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　
平
成
　
年
３
月
を
も
っ
て
、
構
成
メ
ン

３０

バ
ー
の
高
齢
化
等
に
よ
り
シ
ー
ツ
交
換
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
終
了
す
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
が
、
こ
の
間
、
施
設
利
用
者
の
生

活
及
び
施
設
と
地
域
と
の
交
流
の
充
実
に

寄
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
小
平
町
の
自
治
、
経
済
、
教
育
、
文
化
、
社
会
事
業
等
、
町
政
の
振
興
に
寄
与
さ
れ
た
方
々
を
表
彰
す
る
『
平
成
　
年
度
小
平
町

３０

表
彰
式
』
が
　
月
３
日
、
午
前
　
時
か
ら
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
今
年
の
受
賞
者
は
次
の
方
々
で
す
。
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１１
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【
自
治
功
績
】

斉
藤
　
晃
 氏
（
小
平
）

功

績

者

【
社
会
事
業
功
績
】

竹
中
　
捷
明
 氏
（
鬼
鹿
広
富
）

【
防
災
功
績
】

丸
山
　
里
司
 氏
（
達
布
）

【
防
災
功
績
】

髙
野
　
善
孝
 氏
（
寧
楽
）

功

労

者

【
自
治
功
労
】

斉
藤
　
展
正
 氏
（
小
平
）

善
　

行

桜
花
グ
ル
ー
プ

小
平
町
表
彰
式
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成
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度
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　小平町職員の給与は、従事する職務と責任に応じ、国や

他の地方公共団体の職員あるいは民間企業の従事者の給与

や生計費、その他の事情を考慮し、町議会の審議を経て条

例により定められています。

　また、定員（職員数）も町の財政規模や事務・事業量を

考慮し、町議会の審議を経て条例で定められています。

（注）　１　「平均給料月額」とは、平成29年４月１日現在におけ

る各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶

養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の

諸手当を合計したものです。このうち、上段はこれ

らすべての諸手当込のものであり、地方公務員給与

実態調査において明らかにされているものです。

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外

勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていない

ことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものです。

人件費とは、特別職、議員、各種職員、一般職員に支給する給料、報酬、各種手当のほか退職手当、共済費等の使用者負

担経費が含まれます。

　葛職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）　１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　職員数は平成28年４月１日現在の人数です。

　葛ラスパイレス指数の状況

（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計

算した指数です。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

■一般職員の給与

　葛人件費の状況（普通会計決算）

■職員の平均給与月額、初任給等の状況

　葛職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年４月１日現在）

平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分

347，735 円
300，700 円42．1 歳小 平 町

344，195 円

410，719 円330，531 円43．6 歳国

334，798 円
295，601 円40．8 歳類似団体

324，655 円

　　一般行政職

（参考）　　　　　
前年度の人件費率

人件費率
（Ｂ／Ａ）

人　件　費
（Ｂ）実質収支歳　出　額

（Ａ）
住民基本台帳

人口（29年１月１日）区分

16．2 ％16．4 ％681，218 千円186，360 千円4，144，159 千円3，254 人28年度

小平町職員給小平町職員給与与
のあらまのあらましし

５

一人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

給　　　　与　　　　費職　員　数
（Ａ）区分

計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給　　料

5，506千円440，441 千円107，940 千円53，719 千円278，782 千円80 人28年度



　葛職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）

国小　平　町区　　分 ２年後の給料初　任　給２年後の給料初　任　給

190，100 円178，200 円190，100 円178，200 円大 学 卒
一般行政職

154，500 円146，100 円154，500 円146，100 円高 校 卒

－－154，500 円146，100 円高 校 卒技能労務職
－－－－中 学 卒

　葛退職手当（平成29年４月１日現在）

国小　　　平　　　町
応募認定・定年
25．55625月分　
34．5825月分　
49．59月分　
49．59月分　

自己都合
20．445月分 
29．145月分 
41．325月分 
49．59月分 

（支給率）
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置

応募認定・定年
25．55625月分　
34．5825月分　
49．59月分　
49．59月分　
制度なし
制度なし

自己都合
20．445月分 
29．145月分 
41．325月分 
49．59月分 
制度なし
制度なし

（支給率）
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置
（退職時特別昇給）

（注）　１　小平町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　葛一般行政職の級別職員数の状況（平成29年４月１日現在）

　葛その他の手当（平成29年４月１日現在）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

支給実績
（28年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異同内容及び支給単価手 当 名

243，413 円11，197 円－同　じ

配偶者　　　　 10，000円　　　子　　　8，000円
父母等　　　　　6，500円
（配偶者がない場合、子10，000円、父母等9，000円）
特定期間の加算　5，000円

扶養手当

224，362 円7，853 円－同　じ家賃に応じて27，000円を限度として支給住居手当

81，200 円1，299 円
交通用具使用
距離5灼未満
の単価　　　

異なる
通勤のため交通機関、交通用具を使用する職員に対
し、55，000円を限度に支給

通勤手当

393，840 円9，452 円支給単価異なる
６級課長職　　 37，300円　５級課長職　　35，300円
５級課長補佐職 31，400円 ４級課長補佐職 29，500円

管理職手当

90，686 円7，346 円－同　じ
扶養親族のある職員　　　　　23，360円
その他の世帯主である職員　　13，060円
その他の職員　　　　　　　　  8，800円

寒冷地手当

　葛期末手当・勤勉手当

（注）　１　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

国小　　　平　　　町
１人当たり平均支給額（28年度）　　　　　　　－　千円１人当たり平均支給額（28年度）　　　　　　1，351 千円

（28年度支給割合）　　　期末手当　　　　 勤勉手当
　　　　　　　　　　　2．60月分　　　　1．70月分
　　　　　　　　　　（1．45）月分　　　（0．80）月分

（28年度支給割合）　　　期末手当　　　　 勤勉手当
　　　　　　　　　　　2．60月分　　　　1．70月分
　　　　　　　　　　（1．45）月分　　　（0．80）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・・役職加算　５～20％　　・・管理職加算　10～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・・役職加算　５～15％

Ｈ28年Ｈ29年標準的な職務内容区　分 構成比（％）職員数（人）構成比（％）職員数（人）
18．01117．511　　定型的な業務を行う職務１ 級

9．8614．39　　高度の知識又は経験年数を必要とする業務を行う職務２ 級

3．324．83　　係長、主査、主任の職務３ 級

49．23044．428
１　課長補佐、室長、主任技師、副主幹、次長の職務
２　困難な業務を処理する係長、主査の職務

４ 級

8．2５12．78
１　課長、主幹、事務局長、園長、支所長の職務
２　困難な業務を処理する課長補佐職の職務

５ 級

11．576．34　　困難な業務を処理する課長職の職務６ 級

定年前早期退職特例措置
（２～45％加算）

６



■職員数の状況

　葛特別職の報酬等の状況（平成29年４月１日現在）

　葛年齢別職員構成の状況（平成29年４月１日現在）

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　［　］内は条例定数の合計です。
　　　３　地方公共団体定員管理調査報告の数値より。

　葛部門別職員数の状況と主な増減理由

計60歳
以上

56歳～

59歳

52歳～

55歳

48歳～

51歳

44歳～

47歳

40歳～

43歳

36歳～

39歳

32歳～

35歳

28歳～

31歳

24歳～

27歳

20歳～

23歳

20歳
未満区　分

111313131771912385101職員数

（各年４月１日現在）

給　　料　　月　　額　　等
区　　分

（参考）類似団体における最高／最低額小　　　平　　　町
830，000 円 ／ 492，000 円

667，000 円 ／ 443，000 円

714，000 円

612，000 円

町　長
副町長

給
料

316，000 円 ／ 176，000 円

251，000 円 ／ 122，400 円

230，000 円 ／ 103，000 円

208，000 円

176，000 円

152，000 円

議　長
副議長
議　員

報
 酬

（28年度支給割合）

　　　　4．30月分

町　長
副町長期

末
手
当 （28年度支給割合）

　　　　4．30月分

議　長
副議長
議　員

（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　（支給時期）

　5．126 ×在職期間× 714，000 円　　　　　任期満了等退職時

　3．234 ×在職期間× 612，000 円

町　長
副町長

退
職
手
当

主な増減理由対前年増減数
職　　員　　数　　　　　　区分

部門　　　　　　 平成28年平成29年

人員配置の見直しによる減

新規採用による増

新規採用による増

人員配置の見直しによる増

人員配置の見直しによる増

0

△ 1

1

1

1

0

1

0

2

19

2

10

1

5

10

7

2

18

3

11

2

5

11

7

議　　会
総　　務
税　　務
農林水産
商　　工
土　　木
民　　生
衛　　生

一
般
行
政
部
門

35659小　　計

02424教　　育特
別
行
政
部
門 02424小　　計

人員配置の見直しによる減

0

0

△ 1

1

1

27

1

1

26

水　　道
下 水 道
そ の 他

公
営
企
業
等

会
計
部
門
　 △ 12928小　　計

2
109

［131］

111

［131］
合　　計

７



《注意事項》
　１）他のワクチンとの接種間隔について
　　　・・インフルエンザ予防接種後は、１週間以上間隔をあけて、他の予防接種を接種してください。
　　　・・インフルエンザの前に他の予防接種をする場合は、適切な間隔をあけてインフルエンザ接種日を計画してください。
　２）ワクチン製造量などの状況による、接種日時などの調整について
　　　・・ワクチンについては、国が関与した中で全体の製造予定量を見込んでおりますが需給の関係上、入手が難しくなる場

合があり、必ずしも希望する日時に接種できない場合もあり、調整させていただくことがありますことをご了解願い
ます。

８

小平町に住所を有し、接種当日に生後６か月～高校３年生に相当する年齢のお子さん対　　象

留萌市内の医療機関
１．川上内科医院
２．藤田クリニック
３．留萌セントラルクリニック〔高校生以上〕
４．留萌市立病院（東雲診療所）
５．整形外科稲垣医院〔３歳以上〕
６．たけうち内科循環器科医院
７．富山整形外科〔３歳以上〕
＊日時などは、各医療機関へお問い合わせくだ
さい。
＊費用助成は10月～翌年２月末までに接種した
分が対象です。

鬼鹿診療所小平診療所委託医療機関

10月22日～12月21日
休診日を除く

（月、木、金曜日）

11月15日、29日
12月６日、20日
（木曜日）

《接種会場》健康福祉センター
　　　２階大会議室

日 に ち

14時00分～14時30分13時40分～16時00分受付時間

４人 ／ 日50人 ／ 日定　　員

1，500 円（生活保護受給者は無料）《助成回数》　13歳未満：２回、13歳以上：１回助成後接種料金

①保健福祉課健康づくり係へお申し込みください（月～金曜日の８時30分～17時15分 緯 56－2111）。
②生活保護受給者の方は、申し込み時にお知らせください。また、留萌市内で接種される方は、希望の医療
機関名をお伝えください。（役場から医療機関へ料金の連絡をします。）
③留萌市内で接種される方は、①の後、希望の医療機関へ日時などお問い合わせください。
④予診票等の必要書類は後日お送りいたします。

申し込み先
（問い合わせ先）

接種日の２週間前まで申込期限

《健康福祉センターでの接種について》
煙２～４週間の間隔で２回接種が必要となる13歳未満の方は、11月15日又は29日からの接種スタートをお
すすめします。
煙小学生以下のお子さんが接種する時は、保護者（普段の健康状態がわかる方）の同伴をお願いします。
煙定員50人を超えて申し込みがあった場合、別の接種日への変更をお願いすることがあります。
煙最終日の12月20日は、混み合うことが予想されます。50人を超えて申し込みがある場合、他の医療機関で
の接種を紹介させていただくことになりますので、早めの日程での接種計画及び申し込みをお願いします。

そ の 他

　任意の予防接種は、保護者の判断により接種を行うものです。
　効果や副反応など、予防接種に対する正しい理解のもとで判断し、本事業をご利用ください。

《インフルエンザ予防接種の効果》
　現在国内で用いられるインフルエンザワクチンは、感染を完全に阻止する効果はありませんが、下記の効果があります。
　煙発病をある程度予防するとされています。（乳幼児に対する有効性に関しては、おおむね20％～60％の発病防止効果と
されています。）

　煙発病後の重症化及び死亡を予防することに関して、一定の効果があるとされています。

《インフルエンザ予防接種の副反応》
　煙重大な副反応
　　・・ショック（血圧の急激な低下による命に関わる重篤な病態）
　　・・アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難等）など、まれに起こることがあります。
　煙その他の副反応
　　・・発熱、悪寒、頭痛、倦怠感などが出ることがあります。

《予防接種以外の予防のポイント》
周囲の大人たちが手洗いや咳エチケットを徹底することや、流行時期は人が多く集まる場所に行かないようにするなどの
工夫が大切です。

『子どものインフルエンザ予防接種』は法に基づくものではなく任意の予防接種です。

　子どものインフルエンザ予防接種を実施する子育て世帯に対し

経済的負担を軽減するため、今年度より、費用の一部助成を始め

ます。

子どものインフルエンザ予防接子どものインフルエンザ予防接種種
公費助成のお知ら公費助成のお知らせせ［［任意接種］任意接種］



９

《65歳以上インフルエンザ予防接種 申し込み用紙》
小平町保健福祉課健康づくり係 行き

ＦＡＸ 56－2110

※記入漏れがないようお願いいたします。　受付日　　月　　日（受け取った職員が記入）

………………………………………………………………………………………………切り取り線

　インフルエンザの流行は、１～３月が中心です。ワクチンの効果が得られるのは、予防接種後２週間～

約５か月ですので、接種を希望される方は、12月中旬までに接種するようにしましょう。

毎年実施毎年実施のの65歳以上インフルエンザ予防接65歳以上インフルエンザ予防接種種
公費助成のお知ら公費助成のお知らせせ【【定期接種】定期接種】

《注意事項》
　１）町立診療所で接種される方には、予診票等の必要書類を、後日お送りいたします。
　２）インフルエンザ予防接種は、自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種を行うものです。
　３）町立診療所及び上記の留萌市の医療機関以外で接種する方は「依頼書」が必要です。費用の助成は、償還払いがあります。

保健福祉課健康づくり係までご連絡願います。

備　考診療所電話番号生年月日氏名（ふりがな）住　　所

生活保護

その他

小平

鬼鹿

明治 ・ 大正 ・ 昭和　　

　　年　 　月　 　日生
１

生活保護

その他

小平

鬼鹿

明治 ・ 大正 ・ 昭和　　

　　年　 　月　 　日生
２

生活保護

その他

小平

鬼鹿

明治 ・ 大正 ・ 昭和　　

　　年　 　月　 　日生
３

小平町に住所を有し、接種を希望する方で、次の①②に該当する方（年齢は接種当日の年齢）
　① 65歳以上
　② 60歳以上65歳未満の方で、一定の心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる
　　 免疫の機能に障害を有する方
　　（身体障害者手帳の写しなど、接種対象者であることを確認できる資料が必要です。）
　※上記以外の方は、町からの助成はありませんので、希望される医療機関へ直接ご連絡願います。

対　　象

留萌市内の医療機関
①川上内科医院　②留萌記念病院
③藤田クリニック
④留萌セントラルクリニック
⑤わたべ整形外科医院
⑥留萌市立病院（東雲診療所）
⑦整形外科稲垣医院
⑧たけうち内科循環器科医院
⑨荻野病院
⑩富山整形外科
⑪西原腎・泌尿器科クリニック
　（通院している方のみ接種できます）
⑫介護老人保健施設サンライズ留萌
　（入所している方は施設で接種できます）

鬼鹿診療所小平診療所

委託医療機関

月・水・木・金曜日月～金曜日

14時00分～14時30分

９時00分～11時00分
13時30分～15時30分

＊水曜日及び１1月15日、29日、
12月6日、20日は、午前のみ

平成30年11月1日（木）～12月14日（金）実施期間

1，500 円（生活保護受給者は無料）1，000 円（生活保護受給者は無料）助成後接種料金

各医療機関へ直接お申し込みください。保健福祉課健康づくり係
月～金曜日の８時30分～17時15分
緯 56－2111　ＦＡＸ 56－2110
＊申し込み用紙は、本ページの下欄にあります。持参される方
は、ご記入のうえ、役場又は支所にお越しください。
＊役場では、電話、申し込み用紙のＦＡＸ送信、両方受け付けま
す。

申し込み先
（問い合わせ先）

１）各医療機関に、小平町用の予診票を用
意します。当日、ご記入ください。

２）保険証などご持参ください。（小平町民
であるかの確認に必要です。）

　
※終了時期は、ワクチンの在庫状況で異な
ります。各医療機関へご確認ください。

≪申し込み期限≫

10月17日（水）まで

※可能な限り対応しますので、日にちなどの希望のある方は、
　この日までにお申し込みください。
※これ以降は、ワクチンの在庫状況などに応じ、受け付けます。
上記申し込み先まで、ご相談ください。

そ の 他



　交通事故（自動車事故や自転車事故等）や飲食店等での食中毒など、第三者（加害者）の行為によってけ

がや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、被保険者証を使って治療

することができます。治療費のうち後期高齢者医療制度の負担分については、後期高齢者医療制度が一時

的に立て替えて、後日、加害者に請求することになります。
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後期高齢者医療制度のお知ら後期高齢者医療制度のお知らせせ

＊所 在 地　小平町字鬼鹿港町287番地の１　　　　＊募集室数　３室

＊入居資格　小平町に住所を有する、おおむね65歳以上で介護保険法に基づく要介護認定申請におい

て「自立等」と判定された、一人暮らしの方及び夫婦のみの世帯で、別に定める要件を

満たす方。

＊使用料等　居室使用料（月額）10，100円

　　　　　　共有室使用料（１人入居の場合）月額 2，000円　（２人入居の場合）月額 4，000円

　　　　　　※居室における光熱水費（電気料・上下水道料）は、各室ごとの自己負担となります。

＊そ の 他　お申し込みが募集室数を超える場合は抽選となる場合がございますので予めご了承願い

ます。

◎申し込み・問い合わせ先

　保健福祉課福祉係（内線272・273）もしくは、鬼鹿支所（緯 57－1111）、達布支所（緯 58－1111）

小小小小小小小小小小小小小平平平平平平平平平平平平平町町町町町町町町町町町町町高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者グググググググググググググルルルルルルルルルルルルルーーーーーーーーーーーーープププププププププププププハハハハハハハハハハハハハウウウウウウウウウウウウウ小平町高齢者グループハウスススススススススススススス「「「「「「「「「「「「「はははははははははははははまままままままままままままなななななななななななななすすすすすすすすすすすすす荘荘荘荘荘荘荘荘荘荘荘荘荘」」」」」」」」」」」」」「はまなす荘」ののののののののののののの入入入入入入入入入入入入入居居居居居居居居居居居居居者者者者者者者者者者者者者ををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集しししししししししししししててててててててててててていいいいいいいいいいいいいままままままままままままますすすすすすすすすすすすすの入居者を募集しています

～交通事故な～ 交通事故などど、、第三者の行為によりけがや病気になったときは？第三者の行為によりけがや病気になったときは？～～

【申請に必要なもの】

　・・第三者行為による被害届（役場窓口にあります。）

　・・被保険者証　　　・・被保険者の印鑑　　　・・事故証明書（後日でも可）など

※詳しくは役場窓口へご確認ください。

　医療機関に対して第三者の行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかり

と伝えましょう。

■ 必ず医療機関に伝えましょう

　交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届け出し、人身事故として事故証明書を出して

もらいましょう。

■ 警察に届け出ましょう

　法令により、速やかに後期高齢者医療広域連合に届け出をすることが義務付けられていますので、必

ず役場窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。

■ 役場窓口にも必ず申請しましょう

　・・交通事故　　　　　　　　　　・・購入食品や飲食店等での食中毒

　・・他人の飼い犬にかまれた　　　・・暴力行為　など

■ 第三者の行為とは？

問い合わせ先

小平町役場 保健福祉課 福祉係

緯 0164－56－2111（内線272・287）

北海道後期高齢者医療広域連合

〒060－0062 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階

緯 011－290－5601



入入居居者者募募集集入居者募入居者募集集

公公営営住住宅宅公営住公営住宅宅

注）近傍同種家賃とは、町営住宅に引き続き３年以上入居し、かつ入居収入基準
を超える所得となった世帯が支払うこととなる家賃の上限額です。

・入居資格は、現に住宅に困窮し、収入基準月額が原則として15万８千円を超え
ず、申込者及び同居者が暴力団員でない世帯が対象となっています。（全員が
60歳以上の世帯や本人が障がい者または同居者に障がい者や18歳に達する日
以後の最初の３月31日までの間の者がいる場合、入居者と同居者である配偶者
の年齢の合計が70歳以下であり婚姻の届出の日から２年を経過していない新
婚世帯等は緩和されます）

・・トイレはすべて水洗化されています。
・・家賃は家族構成や収入によって変動します。
・・町税及び町使用料等の滞納がある方は、完納の上お申し込み願います。

■ 第２旭団地（旭町３）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

9，000円～13，500円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸41．8㎡
２ＬＤＫ
（平屋建）

①Ｓ44建築
（Ｈ３改善） 近傍同種家賃：25，800円（注）

■ 新町団地（新町２）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

16，300円～24，200円浴槽・風呂釜は
入居者設置

４戸68．8㎡
３ＤＫ

（２階建）
①Ｓ55建築

近傍同種家賃：29，800円（注）

17，300円～25，700円浴槽・風呂釜は
入居者設置

１戸67．6㎡
３ＤＫ

（２階建）
②Ｓ57建築

近傍同種家賃：33，800円（注）

■新興団地（旭町）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

24，200円～36，000円ユニットバス・
ボイラー設置済

１戸76．7㎡
３ＬＤＫ
（２階建）

①Ｈ８建築
近傍同種家賃：70，700円（注）

■ 高台団地（鬼鹿港町）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

17，300円～25，700円ユニットバス・
ボイラー設置済

１戸67．6㎡
３ＬＤＫ
（２階建）

①Ｓ59建築
近傍同種家賃：50，100円（注）

■公営住宅

■ 学園団地オニィー（鬼鹿港町）
家　　　賃設　備戸数面積間取建築年

27，000円
ユニットバス・
ボイラー設置済

３戸49．9㎡１ＬＤＫ①Ｈ７建築

29，000円
ユニットバス・
ボイラー設置済

１戸49．9㎡１ＬＤＫ②Ｈ９建築

■特公賃（単身者）住宅

　「家電リサイクル法」対象家電の指定取引場所が、平成30年10月１日（月）より下記のとおり

変更になります。テレビや冷蔵庫・冷凍庫、エアコンや洗濯機を自己搬入する場合は、お間違

いのないようお気を付けください。

※ 真田運輸㈱のみとなります。

（注意！）上記に自己搬入する場合であっても、メーカーごとのリサイクル料金がかかります。

また、対象製品を買った小売店や、買い替える際の小売店でもリサイクルの受け付け

はしています。

■申込方法

生活環境課または各支所にある申込

書に必要事項を記入の上、下記書類

を添付しお申し込みください。

～添付書類～

①入居希望者全員の住民票

②昨年の所得がわかる書面（収入の

ある方全員の源泉徴収票のコピーま

たは所得証明書等）

■申込締切 　10月10日（水）

■その他

・・希望者が重複した場合は、選考委

員会にて入居の可否が決定されま

す。

・・入居が決定した場合、町内在住の

所得のある方２名の連帯保証人

（１名は留萌管内の在住であれば

可能です）が必要となります。

◎問い合わせ先

生活環境課管理係　　緯 56－2111

　　　　　　　 　（内線 244・245）

鬼　鹿　支　所　　　緯 57－1111

達　布　支　所　　　緯 58－1111
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変　更　前

株式会社　北交産業
留萌市堀川町３丁目79番地（国道232号沿い）
緯 0164－42－1222　ＦＡＸ 0164－43－5028

真田運輸　株式会社
留萌市東雲町２丁目１番地

緯 0164－42－0840　ＦＡＸ 0164－42－0849

変　更　後

真田運輸　株式会社
留萌市東雲町２丁目１番地

緯 0164－42－0840　ＦＡＸ 0164－42－0849

「家電リサイクル法」対象家電の指定取引場所変更のお知らせ



社会教育の方針「地域をあげて子どもを育てる環境をつくります」「支え合う協働の学びの場をつくります」

　　　　　　　「芸術や文化に集う人を育てます」「世代をこえて楽しめる生涯スポーツを振興します」

小平町第６次社会教育

中期計画メインテーマ ひろげよう 学びの「絆」で しあわせのまち

12

日　時　10月25日（木）　開場 18：30　開演 19：00
場　所　文化交流センター 多目的ホール

入場料　前売券 500円（当日券 700円）全席自由

　　　　※前売券完売の場合、当日券はございません。

※車椅子をご希望の方は事前にお問い合わせください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。託児の希望がある方は、１週間前までにお申し出ください。

主　催　小平町文化交流センターサポーターズクラブ、公益財団法人北海道文化財団

後　援　北海道、小平町、小平町教育委員会　　　問い合わせ　文化交流センター

民謡の王様と言われる江差追分。
その江差追分の全国大会優勝者である二人が

奏でる唄声をぜひご堪能ください。

チケット取扱所

文化交流センター、役場鬼鹿支所、役場達布支所

（販売時間は平日の9：00～17：00）

セブンイレブン留萌小平店、ローソン留萌鬼鹿店、そば＆カフェからくれ、

吉崎レコード店、さしかわ楽器店、ＦＭもえる

※交流センター、各支所以外のチケット取扱所の営業時間、定休日は各店

舗にお問い合わせください。

１０月のおびらっ子スポーツクラブ「キンボール教室」

　「キンボール」とは１ｍ程の大きなボールを使って４人が１チームとなって、３チームが対戦し、ボール

を落としたチームが負けの得点を競うゲームです。初心者の方にも親切・丁寧に指導いたしますので、気軽

にご参加ください！

日　時　10月15日・29日（月） 19：00～20：30　　 場　所　海洋センター 体育館　　

準備品　・・上靴 ・・タオル ・・ドリンク ・・その他必要と思われるもの　 参加料　100円

次　回　11月にも「キンボール教室」を実施予定　　 問い合わせ　Ｂ＆Ｇ海洋センター

※「おびらっ子スポーツクラブ」では随時会員を募集中です。海洋センターへ申し込み願います。また、開催

情報は町ホームページでも確認できます。　　

第４７回 小平町民文化祭
　小平町民文化祭の芸能発表会の出演者、展示作品

の出展者を募集します。希望される方は、10月12

日（金）までに文化交流センターへお申込みください。

文化協会表彰式　11月11日（日）12：30～

芸 能 発 表 会　11月11日（日）13：00～

　　　　　　　　文化交流センター 多目的ホール

作 品 展 示 会　11月11日（日）～13日（火）

　　　　　　　　全日　9：00～20：00

　　　　　　　　文化交流センター ロビー・小ホール

問 い 合 わ せ　文化交流センター

平成30年度
「第39回小平町音楽の集い」

　町内児童・生徒による合唱や合奏を聞きに来ませ

んか。

日　時　10月19日（金） 13：20～

会　場　文化交流センター 多目的ホール

主　催　小平町教育委員会

後　援　小平町教育研究所

主　管　「小平町音楽の集い」実行委員会

※入場無料です。

　お誘い合わせのうえお気軽にお越しください。

北海道民謡北海道文化財団
北のアーティスト育成事業 魂を聴く



社会教育だよりの記事に対する申し込み・問い合わせ先

文化交流センター（ＴＥＬ 56－9500　ＦＡＸ 56－9555）　　海洋センター（ＴＥＬ／ＦＡＸ 59－1216）

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののの新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着着図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書ををををををををををををををををををををを紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままま月の新着図書を紹介しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

著者・出版社書　　　　名ジャンル

夏　井　いつき：著
世 界 文 化 社

夏井いつきの「月」の歳時記（秋）詩 歌

一
　
　
般
　
　
書

塩　田　武　士：著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

騙し絵の牙

小 説
伊集院　　静：著
文 藝 春 秋

日傘を差す女

蛭　田　亜紗子：著
ポ プ ラ 社

エンディングドレス

み ず た ま：著
ブ テ ィ ッ ク 社

ちょこっと折りでカワイイおりが
み手紙ＢＯＯＫ
レディブティックシリーズ改訂版工 作

五 味 太 郎 ： 著
ＫＴＣ中央出版

カッターであそぼう！
ＣＵＴ ＡＮＤ ＣＵＴ！

すみもとななみ：絵
Ｗｉｌｌこども知育研究所：著

ただしいかぞえかたの絵本

絵 本

児
　
　
童
　
　
書

よしおかアコ：絵
か く ま さ み：作
㈱出版ワークス

すまいる

小　西　英　子：作
福 音 館 書 店

めんたべよう！

上　野　紀　子：絵
なかえよしを：作
ポ プ ラ 社

ねずみくんのうんどうかい

長谷川　義　史：絵
室　井　　　滋：作
白 泉 社

すきま地蔵

著者・出版社書　　　　名ジャンル

軽 部 武 弘：作・絵
長 崎 出 版

こっそり　どこかに

絵 本

児
　
　
　
　
　
　
童
　
　
　
　
　
　
書

軽 部 武 弘：作・絵
小 峰 書 店

ばけバケツ

鈴木のりたけ：作・絵
ア リ ス 館

ねるじかん

鈴木のりたけ：作・絵
ブ ロ ン ズ 新 社

たべもんどう

みやにしたつや：作・絵
教 育 画 劇

ほうちょうさんききいっぱつ

みやにしたつや：作・絵
女 子 パ ウ ロ 社

あいたくてあいたくて

みやにしたつや：作・絵
ポ プ ラ 社

ヒヒヒヒうまそう

あなたをずっとあいしてる

武 田 美 穂：作・絵
講 談 社

たいふうのひ

武 田 美 穂：作・絵
童 心 社

おさるこうすけ

ブリッタ・テッケン・トラップ：作・絵
木　坂　　　涼：訳
ひさかたチャイルド

おなじそらのしたで

ジョン・クレッセン：絵
キャロライン・スタットソン：文
犀 の 工 房

なんびきのねこたちおどる？
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【開館時間】午前10時～午後５時（正午～午後１時まで閉館）
　　　　　 ・水曜日は正午～午後７時　・・月曜日以外の祝日は開館
【休 館 日】月曜日、年末・年始（12月30日～１月５日）

＊鬼鹿支所、達布支所を窓口に図書の借受、返却ができます。

　花田番屋が重要文化財になり、現在のように復元されるまでには

困難な道のりがありました。建物の痛みもかなり激しいものでした。

建造物調査から文化財の候補となり、復元工事に至る奇跡ともいう

べき努力を教えていただきます。

日　　時　10月31日（水） 18：30～20：00

場　　所　文化交流センター　小ホール

参加対象　小学校高学年以上ならどなたでも

申し込み　随時受付

問い合わせ　文化交流センター

おびらふるさと塾
「旧花田家番屋が重要文化財になるまでの背景と北海道の文化財民家」

角　　幸 博 氏（北海道大学名誉教授・ＮＰＯ歴史的地域資産研究機構代表理事）

小平町高齢者社会活動等
ポイント制度対象講座　
１講座につき１ポイント

道民カレッジ連携講座
一般１単位
ジュニア１単位

聴 講 無 料

次回のおびらふるさと塾

平成31年２月６日（水）　「歴史的建造物の活用を考える」（仮題）

東 田 秀 美　氏

（ＮＰＯ歴史的地域資産研究機構理事・ＮＰＯ旧小熊邸倶楽部理事長・北海道立市民活動促進センター相談員）
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　「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等

が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

　計画の認定を受けると・・・

　新規取得設備の固定資産税が取得から３年間ゼロになります。

　＊認定後に取得することが必須です

　　年平均３％以上の労働生産性向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資が対象。

　中小企業等経営強化法上の中小企業者。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金１億円

以下の法人（大企業の子会社を除く）や従業員1，000人以下の個人事業主に限ります。

　商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モ

デル比で年平均１％以上向上する以下の設備　＊中古資産は対象外です

　【減価償却資産の種類（最低取得価格／販売開始時期】

　・・機械装置（160万円以上／10年以内）

　・・測定工具及び検査工具（30万円以上／５年以内）

　・・器具備品（30万円以上／６年以内）

　・・建物附属設備（償却資産として課税されるものに限る）（60万円以上／14年以内）

　・・ソフトウェア（５年以内）＊固定資産税対象外

　　　　　◎問い合わせ先　経済課商工水産係（計画の申請に関すること）（内線 213・222）

　　　　　　　　　　　　　財政課税務係（税制措置に関すること）（内線 216・217）

『先端設備等導入計画』で
「労働生産性向上」を後押しします。

■ 対象事業

■ 対象者

■ 認定対象設備
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　ゆったりかんの平成29年度の決算状況をお知らせします。

　ゆったりかんは、町の出資率100％の第三セクターの運営により、利用者の皆様に愛され、親しまれる施

設づくりを目指しております。平成29年度における町からの運営補助金は3，500万円で前年度と同額であ

り、引き続き厳しい経営環境にありますが、ゆったりかんは町の活性化にとって重要な施設でもあります

ので、尚、一層のご利用をお願い申し上げます。

噛株式会社おびら平成29年度（平成29年４月１日～平成30年３月31日）決算報告書より

【収　入】　　　　　　　　　　　　　  　単位：千円　【支　出】　　　　　　　　　　　　　  　単位：千円

　　【利益（平成29年度剰余金）】　　　　　　　　　【累積利益（損失）】

　　　収入（Ａ）－支出（Ｂ）＝　▲ 10，048 千円　　　　▲ 10，048 千円

小平町総合交流ターミナル施設 ゆったりかん
平成29年度決算状況

　沿岸バス㈱の運行時間が変わることにより、デマンドバスの運行時間が変わります。（小平中央バス停

からの発車時間が変わります。）

　

　　　［平日下り（留萌→達布・滝下方面）］

　　　　① 平日下り２便（変更前 13：15 → 変更後 13：25）10分繰り下げ

　　　　② 平日下り３便（変更前 14：20 → 変更後 14：25）５分繰り下げ

　　　　③ 平日下り４便（変更前 15：20 → 変更後 15：25）５分繰り下げ

　　　　④ 平日下り５便（変更前 16：40 → 変更後 16：45）５分繰り下げ

　　　　⑤ 平日下り７便（変更前 19：20 → 変更後 19：26）６分繰り下げ

　　　［休日下り（留萌→達布・滝下方面）］

　　　　① 休日下り１便（変更前 13：15 → 変更後 13：25）10分繰り下げ

　　　　② 休日下り２便（変更前 16：10 → 変更後 16：45）５分繰り下げ

　　　　※詳しい内容は、小平町デマンドバス時刻表（平成30年10月１日現在）をご覧ください。

　◎問い合わせ先　企画振興課企画振興係（内線 208）　

10月１日からデマンドバスの時刻表が変わります

デマンドバス運行時間変更箇所

内　　　容金　額科　目

給料、職員手当、共済費
　　　　　　　　 　等

54，696人件費

燃料費、光熱水費、
賄材料費、消耗品費　等

79，886運営費

80法人税等

食材、Ａ重油△ 1，689棚卸資産

132，973支出計（Ｂ）

内　　　容金　額科　目

宿泊料、貸室料、入浴料、
パークゴルフ場

39，329施設使用料

朝食、夕食、レストラン、
宴会

43，163食堂収入

売店、自販機　等5，272直売収入

パークゴルフ貸用具　等59その他収入

預金利息　等102雑収入

35，000町運営補助金

122，925収入計（Ａ）



　障害者相談員とは、身体障害並びに知的障害をお持ちの方々へ福祉施策のより一層の充実を図るため、

これらの方々の相談に応じ必要な指導、助言をしていただく目的で道から委嘱を受けている人のことをい

います。

　現在、小平町では身体障害者相談員が１名、知的障害者相談員が１名委嘱を受け、相談を受け付けてい

ます。次の連絡先までお気軽にご相談ください。

 身体障害者相談員　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者相談員

◎問い合わせ先　保健福祉課福祉係（内線 272・273）

身体障害者・知的障害者相談員の紹介

電話番号住　所氏　名

57－1826字鬼鹿田代15 仙  石 　
せん ごく

 景章  
けいしょう

電話番号住　所氏　名

57－1818字鬼鹿港町156－2 福  井 　
ふく い

 紀  道 
のり みち

　町では、平成26年10月から支援が必要と認定された特産品振興のための生産活動や調査研究を支援し、

町特産品のブランド化を図り、雇用機会拡充とともに地域経済の振興につながることを目的とした補助事

業を実施しておりますので、下記概要をご理解いただき積極的に活用されますようお知らせいたします。

【補助要綱の概要】

・・補助対象者　　　　→町内で特産品のための生産活動（加工品含む。）又は調査研究を行う者。

・・補助率等　　　　　→生産活動施設整備費…事業費の２分の１以内（補助金上限額500万円）

　　　　　　　　　　　調査研究費……………事業費の２分の１以内～全額（補助金上限額200万円）

・・認定等　　　　　　→各所属組織等（組織に所属していない場合は町へ直接）を通じ認定申請をしてく

ださい。その後、各団体から推薦の受けた者で構成する審査会において認定の可

否を判断します。なお、申請者は審査会に出席し、申請内容の説明を行う必要が

あります。

・・実績報告　　　　　→事業実施の翌年度から３年間、経営等の実績を報告しなければなりません。

・・振興組織への参画　→補助金の交付を受けた方は、情報交換を通し連携方策を検討するため、別に組織

する協議会に参加することが必要です。

※詳しくは、各産業団体（農協・漁協・商工会）又は企画振興課にお問い合わせください。

町の特産品振興のため、アイデア・意欲ある方を応援します
「小平町特産品振興支援事業補助金」
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※患者さんの輸血時の副作用を軽減するため、医療機関では400ｍｌ 献血

由来製剤の需要が年々増加していますので、400ｍｌ 献血に多くの方の

ご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ　保健福祉課福祉係（内線 287）

献血車ひまわり号が来町します！！
～献血はみんなのできる助け合い～

・・小平町役場前　　　10：00～12：00
・・おにしか更生園前　13：00～14：2010月22日（月）
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囲
い
」
の

作
業
を
お
引
き
受
け
し
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
小
平
町
高
齢

者
事
業
団
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
料
　
金

　
一
人
当
た
り
の
作
業
金
額

　
　
　
　
　
　
　
一
時
間
　
　
円
８５０

　
一
戸
当
た
り
の
交
通
費

　（
小
平
市
街
を
除
く
）
１
千
　
円
２００

※
冬
囲
い
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
ご

自
身
で
用
意
願
い
ま
す
。（
申
し

込
み
時
に
、
作
業
人
数
・
日
程
等

の
打
ち
合
わ
せ
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
）

※
２
ｍ
　
尺
を
超
え
る
立
木
に
つ
い

５０

て
は
囲
い
作
業
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

■
申
込
期
限
　
　
月
　
日（
水
）

１０

２４

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
小
平
町
高
齢
者
事
業
団

　
　
緯
　
倆
８
２
８
８
倆
２
２
３
３

０８０

　
会
長
　
外
山
秀
樹
　
宅

　
　
　
　
　
　
　
緯
　
倆
２
０
０
６

５６

　
小
平
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
緯
　
倆
１
６
４
３

５９

▼
そ
の
他
作
業
に
つ
い
て
も
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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　期日前投票制度の浸透や人口減少により選挙当日の投票者数が減少していること等から、選挙管理委員

会では、６月から７月にかけて対象の地区の方々と投票区の今後について意見交換会を実施しました。

　その中で、投票区の統合について対象の全地区から了承を得ることができたため、平成30年10月28日執

行の小平町長選挙から、下表のとおり今までの12投票区から６投票区に集約することとなりましたのでご

理解とご協力をお願いいたします。

◇◆任期満了に伴う小平町長選挙は、10月28日（日）が投票日です（10月23日告示）◆◇

◎問い合わせ先　小平町選挙管理委員会事務局　緯 56－2111

小
平
町
教
育
委
員
会

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

特
設
・
臨
時
行
政
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
つ
い
て

冬
の
準
備
は
お
済
で
す
か
？

投票所の名称投票区こ
れ
か
ら

投票所の名称投票区今

ま

で

小平町文化交流センター第１投票区小平町文化交流センター第１投票区

臼谷寿の家第２投票区臼谷寿の家第２投票区

本郷地区集落センター第３投票区
本郷地区集落センター第３投票区

沖内総合センター第４投票区

達布活性化センター第４投票区

寧楽母と子の家第５投票区

住吉生活改善センター第６投票区

達布活性化センター第７投票区

大椴集会所第５投票区大椴集会所第８投票区

鬼鹿公民館第６投票区

広富生活館第９投票区

鬼鹿公民館第10投票区

千松会館第11投票区

豊浜集落センター第12投票区

選挙投票区の統合について

統合

統合

統合



　９月中旬頃から北海道の高い山では紅葉が始まり、

10月下旬には、初霜や初氷、初雪が観測される季節

となります。災害発生の可能性がある場合、気象台

からは警報・注意報などの情報を発表していますが、

この季節は天気や気温などの変化が大きく、次のよ

うなことに注意する季節となります。

①日中は暖かくても朝晩の冷え込みで一日の気温差

が激しく、また、日ごとの気温差も大きいので、

体調を崩してしまいがちです。体調管理に注意し

ましょう。

②山々では一足先に冬が訪れています。旭岳の初冠

雪の平年は９月25日で、標高1，500ｍ付近でも、

10月下旬にもなれば気温が０寿を下回る日が多

くなり、普通に雪が降ります。登山をするときは

防寒対策を十分に行い、悪天が予想される場合は

計画を中止する勇気をもちましょう。

③平地の気温でみると、上川・留萌地方では最低気

温の平年値が10月下旬にはすでに２寿を下回る

ところがでてきます。峠や山間部では気温がもっ

と低くなっており、雨が降ると路面が凍って滑り

やすくなります。ドライバーの皆さんは、雨や雪、

気温の予報を参考にスリップ事故に注意し安全運

転をお願いします。冬タイヤへの交換は、遠出を

する方は早めになさったほうが良いかもしれませ

ん。

　上記の注意点を回避するためには、警報・注意報

だけでなく、日頃の天気番組やニュース、週間予報

などの情報を利用し、行動計画を検討するようにし

ましょう。

※旭川地方気象台ホームページアドレス

　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｍａ－ｎｅｔ．ｇｏ．ｊｐ/ａｓａｈｉｋａｗａ/

◎問い合わせ先

　旭川地方気象台　緯 0166－32－7102

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働

くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバ

イト等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次の

とおり改定されました。

　最 低 賃 金 額　 時間額　835円

　効力発生年月日　 平成30年10月１日

◎問い合わせ先

　厚生労働省北海道労働局労働基準監督署（支署）

　留萌の士業を中心に構成する六友会（りくゆうか

い）が主催する無料法律相談会が平成30年11月４日

午後１時から５時まで留萌市保健センターはーとふ

る２階にて開催されます。

　弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、

行政書士、税理士、宅地建物取引士がチームを組ん

で皆様のくらしのどんな相談にもお答えします。

　事業や経営の相談、不動産の処分について、相続

や遺言、遺産分割について話を聞きたい、成年後見

制度とはどんなものか、離婚時の養育費はどうした

らいいか、賃貸トラブルで悩んでいる、おとなりと

の境界線でもめているなど、相談内容に応じて複数

の士業が協力して相談に臨みます。

　相談時間は１枠30分の10枠。事前予約が必要と

なります。お問い合わせ・ご予約は留萌ひまわり基

金法律事務所 0164－42－3341まで。なお、予約受

付期間は10月22日から11月２日までとなっていま

すのでご注意ください。

　また、ホームページでの予約も受け付けています

ので、こちらもご覧ください。

　

　　　　　　六友会ホームページ

　　　　　　ｈｔｔｐｓ：//ｒｕｍｏｉｒｉｋｕｙｕｋａｉ．ｗｉｘｓｉｔｅ．

　　　　　　ｃｏｍ/ｒｉｋｕｙｕｋａｉ

留萌くらしのなかの法律相談会のご案内

秋の深まりと冬の訪れ

「必ずチェック 最低賃金 ！ 使用者も、労働者も」
北海道最低賃金

おびまる広場と道の駅「おびら鰊番屋」に
屋外 Ｗ ｉ－Ｆ ｉ ができました ！ ！
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　平成30年度のエゾシカ狩猟期間は、平成30年10

月１日（月）～平成31年３月31日（日）となっており

ます。

　国有林へ狩猟のため入林する際の手続きについて

は、下記ホームページをご確認ください。

　国有林では事故が発生することのないように、猟

銃事故の防止及び残滓処理の徹底などマナーの遵守

にご協力をお願いします。

　また、期間中における国有林への一般の方の入林

は規制していますが、皆様のご理解とご協力をお願

いします。

◎問い合せ先

　留萌南部森林管理署

　緯 0164－42－2515

　ＨＰ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｒｉｎｙａ．ｍａｆｆ．ｇｏ．ｊｐ/

　　　ｈｏｋｋａｉｄｏ/ａｐｐｌｙ/ｎｙｕｒｉｎ

　道では、エゾシカによる森林等被害の低減に向け、

狩猟者による狩猟機会の確保など、捕獲しやすい環

境づくりを進めています。

　平成30年度の留萌管内のエゾシカ狩猟期間は10

月１日から３月31日までとなっており、期間中に道

有林内への狩猟者の入林が見込まれます。

　事故防止のため、狩猟期間は狩猟目的以外で入林

しないようお願いします。

◎問い合せ先

　北海道留萌振興局森林室管理課管理係

　緯 0164－42－8380

エゾシカ狩猟期間中における
道有林内への入林について
～一般入林の自粛のお願い～

エゾシカ狩猟期間中のお願いについて

臼谷・小平方面鬼鹿方面

鬼鹿・臼谷・小平方面お帰り時刻　１４：３０ 本郷・平和・寧楽・達布方面お帰り時刻　１５：３０

時 刻停 留 所

 9：55鬼 鹿 小 学 校 前

 9：58鬼 鹿 郵 便 局 前

10：00ローソン鬼鹿前

10：05第1広富バス停

10：20ゆったりかん着

時 刻停 留 所

10：35臼 谷 寿 の 家 前

10：38小 平 商 工 会 前

10：40吉 田 宅 前

10：42小 平 小 学 校 前

10：45ゆったりかん着

1100月の無料送迎バス運行日月の無料送迎バス運行日はは
３３日日・・1010日日・・2424日日・・3131日日［［水曜日水曜日］］

※達布活性化センター前は予約制といたします。達布支所（緯 58－1111）又はゆったりかんフロント（緯 56－9111）に
運行日の午前９時までにお電話いただいた場合のみ送迎いたします。

本郷・平和・寧楽・達布方面

時 刻停 留 所時 刻停 留 所

11：30旧本郷小学校前11：10※達布活性化センター前

11：35小平新興団地入口11：20旧寧楽小学校前

11：36除雪センター前11：25平 和 共 栄 橋 前

11：40ゆったりかん着11：26富里ライスセンター前

ゆったりかんバス送迎運行表ゆったりかんバス送迎運行ゆったりかんバス送迎運行表表
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第63号
噛火災防ぎょ訓練

　→消防職団員を対象

噛防火パレード

　→消防車が隊列を組み各地区を走行

噛防火訪問

　→65歳以上の単身世帯を対象

噛防災展

　→防災物品の展示や防火ぬりえの掲示

噛防火対象物立入検査

平成30年10月15日（月）～31日（水）

〈全国統一防火標語〉

「忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認」

①住宅用火災警報器の動作確認ボタンを押す。

　（または動作確認用のひもを引く）

②正常に作動した場合、住宅用火災警報器から

　警報音が鳴り、その後確認音声が流れる。

　（例）ピーピーピー。火事です。火事です。

　動作確認ボタンを押しても警報音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされて

いるか確認しましょう。電池がセットされていても正しく動作しない場合、「電池切

れ」または「機器本体の故障」です。取扱説明書をご覧ください。

○音が鳴らない場合は？

主
な
行
事
内
容

　住宅用火災警報器の設置が義務づけられてから１０年以上が経過しました。ご自宅の住

宅用火災警報器を定期的に点検していますか。住宅用火災警報器は、ほこりや電池切れ、

電子部品の経年劣化などで正常に作動しない場合があります。

住宅用火災警報器は定期的に点検しましょう！

平成３０年

秋の火災予防運動
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　平成１３年４月以降、いわゆる「野焼き」は、農業・林業を営むためにやむを得ない焼

却や焚き火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第１６条の２で禁止されており、厳しい罰則（５年以下の懲役、１，０００万円

以下の罰金、またはこれらの併科）が適用されていますが、残念ながら違反が後を絶ちま

せん。快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに、適正に処理しましょ

う！

ごみの焼却・法で認められていごみの焼却・法で認められているる
以外の野焼きは、犯罪です以外の野焼きは、犯罪です！！

　もしもの災害に備え、日頃から必要な物を非常用持ち出し袋などにまとめておくことが

大切です。また、災害時は、発生規模や被害状況などの情報収集が重要となります。ラジ

オや携帯電話などそれぞれの特性を知り、使い分けながら情報を確認しましょう。

災害への備えは万全ですか？

①「非常用持ち出し袋」は背負えるタイプ（リュックサック）を選ぶ。

②逃げやすいように「非常用持ち出し袋」の中身は１５ｋｇ以内にする。

③ご自身の身分を証明できる書類を入れておく。

④水は小分け（５００ｍｌ 程度）したものを用意しておく。

消火器の使用方法

●火元にいきなり近づくのではなく、ホウキで掃くような動きで、徐々に近づいてい

きましょう。

●近づく際には姿勢を低くし、煙や炎から身を守りましょう。

●室内で使用する際には、必ず出口（退路）を背に消火しましょう。

●屋外で使用する際には、風上から使用しましょう。

●住宅用消火器の放射時間はおよそ１０～１５秒ほど、放射距離はおよそ３～５ｍほ

どです。

〈消火器を使う上での注意点〉

①安全ピンに指を

かけ、上に引き

抜く。

③レバーを強く

握って、噴射

する。

〈お問合せ先〉
　留萌消防組合 小平消防署 管理課予防保安係

　ＴＥＬ：56－2221　ＦＡＸ：56－9022
火災から 生命を 守ろう

（留萌消防組合テーマ）

②ホースをはず

して、火元に

向ける。

ポイント
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かろやかクラブ「ミニボールエクササイズ」
（文化交流センター　19：00～20：00）（月）１

（火）２
（水）３

総合健診（鬼鹿公民館　6：00～9：30）（木）４
総合健診（本郷地区集落センター　5：00～6：30、
　　　　　達布活性化センター　　8：30～10：00）（金）５

総合健診（文化交流センター　6：00～9：00）（土）６
体育の日スポーツ大会「ゲートボール」（小平町ゲートボール場
【雨天時は文化交流センター】　9：00～）
「ミニバレーボール」（Ｂ＆Ｇ海洋センター　9：00～）
平成30年度町民スポーツレクリエーション
（おびまる広場【雨天時はＢ＆Ｇ海洋センター】
　　　　　　　　　受付 13：15　開始 13：30）
小平中学校第71回学校祭

（日）７

体育の日
体育の日スポーツ大会「パークゴルフ」
（小平町国際パークゴルフ場　9：00～）

（月）８

平成30年度第42回スポーツ賞表彰式
（文化交流センター　18：00～）（火）９

健康栄養相談・乳幼児相談
（健康福祉センター　10：00～12：00）（水）１ ０

幼児舞台鑑賞事業「人形劇団ブランコと楽しもう」
（文化交流センター　10：00～11：00）（木）１ １

（金）１ ２
鬼鹿小学校学習発表会（土）１ ３
小平小学校学習発表会
おびらふるさと塾「おびらふるさと塾のつどい」
（文化交流センター　13：30～16：00）

（日）１ ４

おびらっ子スポーツクラブ「キンボール教室」
（Ｂ＆Ｇ海洋センター　19：00～20：30）（月）１ ５

◆ゆったりかん定休日（火）１ ６
（水）１ ７
（木）１ ８

平成30年度第39回小平町音楽の集い
（文化交流センター　13：20～）（金）１ ９

（土）２０
小平幼稚園発表会（日）２ １

（月）２２
小平町長選挙告示日（火）２３

（水）２４
北海道民謡「魂を聴く」
（文化交流センター　開場 18：30　開演 19：00）（木）２５

（金）２６
おびらっ子クラブ「七宝焼き体験」
（文化交流センター　10：00～11：30）（土）２７

小平町長選挙投票日　　　　　　　　　　　　◎富山整形外科
鬼鹿幼稚園発表会（日）２８

おびらっ子スポーツクラブ「キンボール教室」
（Ｂ＆Ｇ海洋センター　19：00～20：30）（月）２９

（火）３０
おびらふるさと塾「旧花田家番屋が重要文化財になるまでの背
景と北海道の文化財民家」
（文化交流センター　18：30～20：00）

（水）３ １

幼稚園おやつ教室（文化交流センター　9：30～12：10）（木）１
（金）２

平成30年度小平町表彰式（文化交流センター　11：00～）（土）３

10月のこよみ ◎印は日曜日の救急当番医です

町 民 憲 章
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総務課企画室企画係

広報おびらへのお問い合わ広報おびらへのお問い合わせせ

ＴＥＬ 0164－56－2111（内線 207・208）
Ｆ ＡＸ 0164－56－2110

煙ホームページアドレス
　ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ｏｂｉｒａ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｊｐ/

煙Ｅメール（電子）アドレス
　ｉｎｆｏ＠ｔｏｗｎ．ｏｂｉｒａ．ｌｇ．ｊｐ

企画振興課企画振興係

住所年齢（歳）氏　名死亡月日

小平町97谷澤　小雪8 / 23

小平町96野崎　きせ8 / 28

本郷82佐々 木フミヱ8 / 30

達布80早坂　　肇9 / 4 

小平町90斉藤　　博9 / 16

大椴97山本　房江9 / 16

鬼鹿豊浜83高濱　清惠9 / 21

上記は８月23日～９月24日までの

届出による住民基本台帳記載分

平
成
　
年
　
月
号
　
発
行
／
小
平
町
　
編
集
／
企
画
振
興
課
企
画
振
興
係
　
印
刷
／
白
鴎
印
刷
株
式
会
社

３０

１０

（８月末現在）

（± ０）世帯1，648世帯数

（± ０）人3，184人　口

（＋ １）人1，520男

（－ １）人1，664女

（　）は前月比／外国人住民を含む

人のうごき

おおおおおおおおおおおおくくくくくくくくくくくくややややややややややややみみみみみみみみみみみみ

22

住所母父氏　　名出生月日

小平町歩美洋介くん山口　　 紡  
つむぐ

8 / 31

煙煙お誕お誕生生煙煙


